
第３期山形県要約筆記者（案）養成講座開催要綱 

１．養成目的 

この講座は、厚生労働省のカリキュラムに従い、聴覚障がい者とりわけ、中途失聴・ 

難聴者の生活、及び、関連する福祉制度等についての理解と認識を深めるとともに、 

要約筆記をおこなうのに必要な知識及び技術を習得した要約筆記者を養成することを 

目的とする。 

 

２．主 催   山形県 

 

３．主 管   一般社団法人 山形県聴覚障害者協会 

 

４．協 力 

  山形県中途失聴・難聴者協会、要約筆記「ばんけの会」、要約筆記「麦の会」、 

要約筆記サークル「ひまわり」、要約筆記サークル「たんぽぽ」、 

パソコン要約筆記やまがた 

 

５．開催日時 

   時間：１０：００～１７：００（昼休み・休憩あり） 

１ ５月１１日（日） ８  ９月 ７日（日） 

２ ６月 ８日（日） ９  ９月２１日（日） 

３ ６月２９日（日） １０ １０月 ５日（日） 

４ ７月 ６日（日） １１ １０月１９日（日） 

５ ７月２０日（日） １２ １１月 ２日（日） 

６ ８月１０日（日） １３ １１月２３日（日） 

７ ８月２４日（日） １４ １１月３０日（日） 

 

６．開催会場   山形県社会福祉研修センター ４階 研修室  

〔山形市小白川町２－３－３０〕 

 

７．講習内容 

聴覚障がいの基礎知識、要約筆記の基礎知識、聴覚障がい者の福祉、 

聴覚障がい者とコミュニケーション、実習（手書き・パソコンに分かれる）ほか 

 

８．養成対象者 

中学校卒業程度の国語力と要約筆記通訳に関心があり、通訳者として活動する意志の 

ある方。 

※但し、パソコンコースを選択する方は、ノートパソコンを持参できる方。なお、 

講習では複数のパソコンをＬＡＮで接続するため、各自のノートパソコンはインター 

ネットに接続され、セキュリティー対策が万全のものとする。 

 

９．募集人員   ２０名 

 

 

 

 

 

１０．受講料  無料 
  実費別途（テキスト・ロール・ペン・LANケーブル代・・・４，０００円ぐらい） 

※ 最初の受講日に持参すること。 
 

 

１１．修了証書の授与  全日程を受講した方に交付する。 

  ※修了者は 2014年度全国統一要約筆記者認定試験を受験する。 

 
 
１２．申し込み方法 

   下記参照の上、往復はがきにより申し込むこと。締切後、受講の可否を通知する。 
                     

（往信）      （返信）      裏面 
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県要約筆記者養成講座

に申し込みます。 

 

① 郵便番号 

② 住 所 

③ 氏 名  

④ 年 齢 

⑤ 電話・ＦＡＸ 

⑥ 手書き・パソコン

（希望を書く） 

 

 

１３．申込締切  平成２６年４月２４日（木）必着 

 

１４．申込・問い合わせ先     

 〒９９０－００２１ 

 山形市小白川町２－３－３０ 

 山形県聴覚障がい者情報支援センター 

一般社団法人 山形県聴覚障害者協会  

Ｔ／Ｆ：０２３－６６６－７６１６ 

 


